
 

 

災害危険区域の指定 

 

 川崎市建築基準条例（昭和 35 年川崎市条例第 20 号）第３条の規定に基づく災害危険区

域の指定を次のとおり指定します。 

 なお、関係図書は川崎市まちづくり局指導部建築管理課に備えて縦覧に供します。 

 

 令和７年 11 月 12 日 

 

川崎市⾧ 福田 紀彦  

  

 

番号 指 定 年 月 日 指 定 区 域 名 称 適  用 

146 令和７年 11 月 12 日 下作延 4 丁目地区災害危険区域 

高津区下作延 4 丁目 558 番 9

地先ほか 

別図省略 
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